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この報告は、日本学術会議 科学者委員会 学術の大型研究計画検討分科会の審議を経て

取りまとめを行った第 23期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン

策定の方針を公表するものである。 

 

 

日本学術会議 科学者委員会  

学術の大型研究計画検討分科会 

 

委員長 相原 博昭 （第三部会員） 東京大学副学長・大学院理学系研究科教授 

副委員長 永井 良三 （第二部会員） 自治医科大学学長 

幹事 苧阪  満里子 （第一部会員） 大阪大学大学院人間科学研究科教授 

幹事 長野 哲雄 （第二部会員） 東京大学名誉教授、独立行政法人医薬品医療機器総

合機構理事 

 岩本 康志 （第一部会員） 東京大学大学院経済学研究科教授 

 宮崎 恒二 （第一部会員） 東京外国語大学副学長 

 嶋田 透 （第二部会員） 東京大学大学院農学生命科学研究科教授 

 柴山 悦哉 （第三部会員） 東京大学情報基盤センター教授 

 髙原 淳 （第三部会員） 九州大学先導物質化学研究所長・主幹教授 

    

 

本報告の作成にあたり、以下の職員が事務を担当した。 

 

事 務 盛田 謙二 参事官(審議第二担当) （平成 27年８月まで） 

 石井 康彦 参事官(審議第二担当) （平成 27年８月から） 

 松宮 志麻 参事官(審議第二担当)付参事官補佐 

 大西 真代 参事官(審議第二担当)付専門職（平成 27年 10月まで） 

 大橋 睦 参事官(審議第二担当)付専門職付（平成 27年 10月から） 

 熊谷 鷹佑 参事官(審議第二担当)付専門職付 

 鈴木 宗光 参事官(審議第二担当)付専門職付 

   

調 査 辻  明子 上席学術調査員（平成 27年 12月まで） 
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第 23期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関する 

マスタープラン策定の方針 

 

 

第 23 期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン策定の方針を以

下に示す。 

 

１ 目的・位置づけ 

 

(1) 学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン（以下、「マスター

プラン」という。）は、科学者コミュニティの代表としての日本学術会議が主体的に

策定するものであり、学術全般を展望・体系化しつつ、各学術分野が必要とする大型

研究計画を網羅するとともに、我が国の大型計画のあり方について、一定の指針を与

えることを目的とする。第 23 期マスタープランの策定にあたっては、「第 22 期学術

の大型研究計画に関するマスタープラン（マスタープラン 2014）」（以下、「マスター

プラン 2014」という。）の改定を行うこととする。 

(2) 上記の観点から、マスタープランとして、「日本の展望−学術からの提言 2010」等を

踏まえた学術分野のビジョン・体系に立脚した大型施設計画・大規模研究計画（以下、

「学術大型研究計画」という。）及び、諸観点から速やかに推進すべき大型施設計画・

大規模研究計画（以下、「重点大型研究計画」という。）の二つの計画を策定する。な

お、学術大型研究計画の策定にあたっては、学術分野のビジョン・体系化のために「マ

スタープラン 2014」において制定した学術研究領域を改定する。 

(3) マスタープランの策定においては、会員ないし連携会員や分野別委員会の協力を得

るとともに、学協会との連携を積極的に推進する。これにより、科学者コミュニティ

の意思疎通を図り、日本学術会議の強化に貢献することを期待する。なお、策定にあ

たっては、透明性を確保し、利益相反 注）が生じることがないようにする。また、従前

大型計画を一般には必要としないと目された学術分野にも配慮する。 

 

注）本策定における利益相反の考え方については、別紙に示す。 

 

２ マスタープランの策定 

 

１で述べた目的等の達成に向けて、以下の方針で、学術大型研究計画と重点大型研究計

画の二計画で構成される第 23期マスタープランの策定を行う。 

 

(1) 学術研究領域の改定 

(a) 学術研究領域（学術研究小領域を含む）については、「マスタープラン 2014」に

て制定したものを基本とする。 
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(b) ただし、融合領域として、「人文・社会科学融合領域（第一部）」に加え、「生命

科学融合領域（第二部）」、「理学・工学融合領域（第三部）」、「人文・社会科学（第

一部）、生命科学（第二部）、理学・工学（第三部）のうち二分野以上に関わる融合

領域」を追加することとする。 

 

(2) 学術大型研究計画の策定 

(a) 概要 

学術大型研究計画は、実施期間５-10 年程度、及び予算総額概ね数十億円超（上

限は特に定めない）の予算規模を有する、学術分野のビジョン・体系に立脚した大

型施設計画もしくは大規模研究計画とする。各学術大型研究計画は、２(1)で定め

た学術研究領域のいずれかに分類されるものとする。 

(b) 策定プロセス 

① 公募により策定する。 

② 提案者は、(ⅰ)研究・教育機関長または部局長等、(ⅱ)日本学術会議会員、連

携会員、(ⅲ)学協会長等、のいずれかとする。 

③ 分野別委員会、部または本分科会で、一定の絞り込みを行う。 

④ 本分科会は、③の結果を参考にして、学術大型研究計画を策定する。 

⑤ (a)の概要を満たし、既に予算化がなされ実施中の大型研究プロジェクトにつ

いても、(b)①②のプロセスを経ることにより、④で作成する学術大型研究計

画のリストに追加することができる。 

⑥ 評価は、計画の学術的価値、科学者コミュニティの合意（他の提案との重複の 

有無なども含む）、計画の実施主体、計画の妥当性、共同利用体制の充実度、社

会的価値（国民の理解、知的価値、経済的・産業的価値など）、大型研究計画と

しての適否、などの観点から行うものとする。 

 

(3) 重点大型研究計画の策定 

(a) 概要  

学術大型研究計画の中から、諸観点に基づき速やかに推進すべき計画として選択

し、重点大型研究計画とする。 

(b) 策定プロセス 

①分野別委員会、部または本分科会は、予備選考を行う。 

②①の予備選考を踏まえて、新たに設置する審査小委員会において、ヒヤリング 

を含め審査を行う。審査小委員会は、本分科会委員、分野別委員会を代表する者、

本分科会が必要と認めた会員もしくは連携会員で構成される。 

③審査小委員会の審査を参考にして、本分科会は、重点大型研究計画を策定する。 

④評価は、計画の学術的価値、実施主体の明確性（責任を果たせる体制になって 

いるか）、計画の妥当性、成熟度、共同利用体制の充実度、社会的価値（国民の

理解、知的価値、経済的・産業的価値）、大型研究計画としての適否、国家とし
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ての戦略性、緊急性、などの観点から行うものとする。 

 

３ スケジュール（予定） 

     

2016年２月頃  学術大型研究計画の公募開始 

2016年３月頃   学術大型研究計画の公募締め切り 

2016年６月頃  学術大型研究計画の策定 

2016年 10月頃 重点大型研究計画の策定 

2016年 12月頃  科学者委員会の審議 

2017年１月頃   幹事会の審議 
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別紙 

 

第 23期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関する 

マスタープラン策定に関わる利益相反の考え方について 

 

 

１ 利益相反 

 

大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープラン（以下、「マスタープラン」と

いう。）は、各学術分野が必要とする大型研究計画を網羅するとともに、我が国の大型研究

計画のあり方について指針を与えることを目的としたものであり、予算配分等に直接関与

するものではない。しかしながら、日本学術会議会員・連携会員がマスタープランの策定

に関与する場合には、提案の審査・評価という公的な立場と一研究者としての立場の両方

を有するため、相反する緊張関係（利益相反）の状態に入ることは否めない。よって、関

係者は、日本学術会議会員・連携会員としての高い見識の下で、日本学術会議声明「科学

者の行動規範について―改訂版―」（平成 25年１月）の利益相反の条項を踏まえて、公平

で公正な策定・選定を行うことを義務とする。 

 

 

２ 利害関係者の排除  

 

策定の公正性を確保するため、提案者は、分野別委員会、部及び本分科会における当該

提案の審査・評価には関与しないこととする。 

本分科会委員及び審査小委員会委員は、提案者になることはできない。 
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＜参考資料＞審議経過 

 

平成 27年 

４月１日  学術の大型研究計画検討分科会（第１回） 

      役員の選出、今後の分科会の活動方針について検討 

６月３日  学術の大型研究計画検討分科会（第２回） 

      策定にあたってのアンケートについて検討 

６月 30日 学術の大型研究計画検討分科会（第３回） 

      参考人との意見交換、アンケートについて検討 

７月 27日 学術の大型研究計画検討分科会（第４回） 

      公募要領、今後の進め方等について検討 

８月 各部会（夏季部会） 

         第 23期マスタープラン策定の方針について報告 

９月 28日 学術の大型研究計画検討分科会（第５回） 

      第 23期マスタープラン策定の方針、今後の進め方について検討 

10月 各部会  第 23期マスタープラン策定の方針について報告 

10月 16日 学術の大型研究計画検討分科会（第６回） 

      第 23期マスタープラン策定の方針、今後の進め方について検討 

10月 27日 学術の大型研究計画検討分科会（第７回） 

（文部科学省 科学技術・学術審議会 学術分科会 研究環境基盤部会 学術研究の大

型プロジェクトに関する作業部会（第 48回）との合同会議） 

      今後のマスタープランとロードマップの連携について検討 

11月９日   学術の大型研究計画検討分科会（第８回） 

        参考人との意見交換、第 23期マスタープラン策定の方針について検討 

12月７日  学術の大型研究計画検討分科会（第９回） 

        報告案「第 23期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスター

プラン策定の方針」の取りまとめ 

 

平成 28年 

１月 25日 科学者委員会（第 19回）（メール審議） 

        報告案「第 23期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスター

プラン策定の方針」の承認 

 1月 29日  日本学術会議幹事会（第 224回） 

        報告「第 23期学術の大型施設計画・大規模研究計画に関するマスタープ

ラン策定の方針」の承認 


